
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

連 結 注 記 表
個 別 注 記 表
（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第19条の規定に
基づき、当社ホームページ（http://www.dai-ichi-life.co.jp/investor/share/
meeting/index.html）に掲載することにより株主の皆さまに提供しております。



連結注記表（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項
（1) 連結子会社の数 16社
　主要な連結子会社の名称

第一生命情報システム株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd
前連結会計年度において持分法適用関連会社であったTower Australia Group Limited

は、平成23年５月11日の株式取得に伴い、その傘下の12社を含め、当連結会計年度より連
結の範囲に含めております。
なお、平成23年６月１日付で、Tower Australia Group Limitedは会社名をTAL
Limitedに変更いたしました。
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの子会社２社について平成24年３月に売却を行っ
たことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

（2）非連結子会社の数 12社
主要な非連結子会社は、第一生命総合サービス株式会社、第一生命ヒューマンネット株式
会社及び第一生命ビジネスサービス株式会社であります。
非連結子会社12社については、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰
余金（持分に見合う額）及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ
小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合
理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

（3）開示対象特別目的会社関係
① 当社は劣後債務の調達に係る投資家層の多様化を図り、安定的な資本調達基盤を確保す
ることを目的として、劣後債権の証券化を実施しております。当該証券化にあたっては、
資産流動化法上の特定目的会社を利用しております。劣後ローン債権者が、当社に対する
劣後債権を特定目的会社に譲渡し、特定目的会社が譲渡された資産を裏付けとした特定社
債の発行によって資金を調達します。更に、当社は当該特定目的会社に特定出資を行って
いるケイマン籍の特別目的会社に対して、無議決権出資を行っております。当社はこの無
議決権出資について、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３
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月10日）に基づき、当連結会計年度末現在、特定目的会社の財政状態を踏まえて、適切
な会計処理を行っております。
当連結会計年度において取引のある特定目的会社１社の直近の決算日（平成23年９月
30日）における資産総額は30,359百万円、負債総額は30,087百万円であります。なお、
当該特定目的会社について、当社は議決権のある株式等は有しておらず、役員や従業員の
派遣もありません。
当連結会計年度における特定目的会社との取引金額等は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

主な期末残高
主な損益取引等

項目 金額

劣後債権 30,000 劣後ローンに係る
支払利息 619

② 当社は不動産投資先の多様化を図り、安定的な資産運用収益の確保を目的として、不動
産証券化案件への投資を実施しております。当連結会計年度末における開示対象特別目的
会社は３社あり、不動産を保有する特別目的会社と商法上の匿名組合契約等を締結して出
資しております。当社はこの出資について、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準
第10号 平成20年３月10日）に基づき、当該特別目的会社の財政状態や当該特別目的会
社が保有する不動産の時価を踏まえて、適切な会計処理を行っており、当連結会計年度末
現在、将来における損失負担の可能性はないと判断しております。なお、保有する不動産
の時価が大幅に下落した場合でも、当社の負担は当該出資金に限定されます。
当該特別目的会社の直近の決算日（平成23年12月31日及び平成24年１月31日）にお
ける資産総額（単純合算）は139,037百万円、負債総額（単純合算）は94,520百万円で
あります。なお、いずれの特別目的会社についても、当社は業務執行の権限を有しておら
ず、役員や従業員の派遣もありません。
　当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

主な期末残高
主な損益取引等

項目 金額
匿名組合出資 28,237 分配益 2,044
優先出資 2,900 分配益 147
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２ 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社の数 ０社
（2）持分法適用の関連会社の数 14社
　主要な持分法適用関連会社の名称

　 DIAMアセットマネジメント株式会社
　 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
　 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
　 資産管理サービス信託銀行株式会社
　 企業年金ビジネスサービス株式会社
　 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
　 ネオステラ・キャピタル株式会社
　 Ocean Life Insurance Co., Ltd.
　 Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

Tower Australia Group Limited（現TAL Limited)は、平成23年５月11日の株式取得
に伴い、その傘下の12社を含め連結子会社となったため、当連結会計年度より持分法の適
用範囲から除外しております。

（3）持分法を適用していない非連結子会社（第一生命総合サービス株式会社、第一生命ヒュー
マンネット株式会社、第一生命ビジネスサービス株式会社他）及び関連会社（DSC－３号投
資事業組合、CVC１号投資事業有限責任組合、CVC２号投資事業有限責任組合、ネオステ
ラ１号投資事業有限責任組合、オー・エム・ビル管理株式会社他）については、それぞれ当
期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）その他の項目からみて、連
結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適
用範囲から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　国内連結子会社の決算日は３月31日、在外連結子会社の決算日は12月31日及び３月31日
であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の決算財務諸表を使用し、連結決算
日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４ のれんの償却に関する事項
　のれんについては、20年間で均等償却しております。ただし、重要性が乏しいのれんにつ
いては、発生連結会計年度に一括償却しております。
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(連結貸借対照表の注記)
１ 当社及び連結子会社の保有する有価証券（現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に
準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。）は、次の
とおり評価しております。
（1）売買目的有価証券

時価法（売却原価の算定は移動平均法）
（2）満期保有目的の債券

移動平均法による償却原価法（定額法）
（3）責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及

び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準
備金対応債券をいう。）
移動平均法による償却原価法（定額法）

（4）非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

（5）その他有価証券
　 ① 時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等（国内株式は連結会計年度末前１ヶ月の市場価格の平
均）に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）

　 ② 時価を把握することが極めて困難と認められるもの
　 ａ 取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む。）
　 移動平均法による償却原価法（定額法）
　 ｂ 上記以外の有価証券
　 移動平均法による原価法

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
２ 責任準備金対応債券の連結貸借対照表計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は次のと
おりであります。
（1）責任準備金対応債券の当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額は、8,375,688百
万円、時価は8,898,007百万円であります。
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（2）責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
　保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏
まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債
券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証してお
ります。なお、当社の小区分は次のとおり設定しております。

　 ① 個人保険・個人年金保険
　 ② 無配当一時払終身保険（告知不要型）
　 ③ 財形保険・財形年金保険
　 ④ 団体年金保険
　 ただし、一部保険種類を除く。

また、一部の連結子会社の小区分は次のとおり設定しております。
　 ① 個人保険・個人年金保険（円貨建）
　 ② 個人保険・個人年金保険（米ドル建）
　 ③ 個人保険・個人年金保険（豪ドル建）
　 ただし、一部保険種類・保険契約を除く。
（3）なお、ＡＬＭ運用の更なる高度化へ向けて、負債状況を踏まえた適切なデュレーション・
コントロールを行うことを目的に、当連結会計年度より、当社において販売を開始した無配
当一時払終身保険（告知不要型）を、一部の連結子会社において個人保険・個人年金保険
（円貨建）、個人保険・個人年金保険（米ドル建）、個人保険・個人年金保険（豪ドル建）を
新たな小区分として設定しております。この変更による損益への影響はありません。

３ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
４ 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と
して純資産の部に計上しております。
　・再評価を行った年月日 平成13年３月31日
　・同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号
に定める公示価格及び第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出
・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計
額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 58,604百万円
上記差額のうち、賃貸等不動産による差額 18,199百万円
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５ 減価償却資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。
（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

当社の有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。
　 ① 建物（建物付属設備、構築物は除く。）
　 ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定額法によっております。
　 ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法によっております。
　 ② 建物以外
　 ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定率法によっております。
　 ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　 建物 ２年～60年
　 その他の有形固定資産 ２年～20年
　なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、
３年間で均等償却しております。
　また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額ま
で償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌連結会計年度より残存簿
価を５年間で均等償却しております。
　国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は主として定率法に、また在外連結子会
社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は主として定額法によっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く。）
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウ
ェアの減価償却の方法は、利用可能期間（４年～８年）に基づく定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
（4）有形固定資産の減価償却累計額 621,752百万円
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６ 外貨建資産及び負債（非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は除く。）は、
決算日の為替相場により円換算しております。なお、非連結かつ持分法非適用の子会社株式及
び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。また、在外連結子会社の資
産、負債、収益及び費用は、在外連結子会社の事業年度末日の為替相場により円換算し、換算
差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
　 一部の連結子会社については、外貨建保険に係る外貨建その他有価証券のうち債券に係る換
算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益
として処理しております。
７ 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」
という。）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下、「実質破綻先」とい
う。）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保並びに保証等による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に対する債権については、債権額から担保並びに保証
等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認められる額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を
債権額等に乗じた額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行
っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保並び
に保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から
直接減額しており、その金額は119百万円であります。
８ 当社が平成12年８月に実施した住宅ローンの証券化に伴い、当社が保有する受益権
（24,321百万円）については、貸付金として連結貸借対照表に表示しております。
９ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付
に係る会計基準の設定に関する意見書」平成10年６月16日企業会計審議会）に従い、当連結
会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

― 7 ―



　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３
年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（３年及び７年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処
理しております。
　当社及び連結子会社の退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。
（1）退職給付債務及びその内訳

イ 退職給付債務 △665,149百万円
ロ 年金資産 209,541 〃
うち退職給付信託 102,682 〃

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △455,607 〃
ニ 未認識数理計算上の差異 21,803 〃
ホ 未認識過去勤務債務 12 〃
ヘ 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △433,791 〃
　なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

（2）退職給付債務等の計算基礎
イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ロ 割引率 1.7％及び1.8％
ハ 期待運用収益率
　確定給付企業年金 1.0％及び1.7％
　退職給付信託 0.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より３年及び７年
ホ 過去勤務債務の額の処理年数 ３年

10 投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基
準に則り、時価を把握することが極めて困難な有価証券について、将来発生する可能性のあ
る損失見込額を計上しております。

11 当社の役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、第105回定時総代会
で決議された役員退任慰労金の打ち切り支給額の将来の支給見込額及び第105回定時総代会
以前に退任している役員に対する将来の役員年金支給見込額を計上しております。
　また、一部の連結子会社の役員退職慰労引当金は、当連結会計年度末において発生してい
ると認められる額を計上しております。
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12 時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に
基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てて
おります。

13 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき、株式等の帳簿価額を基準として算
出した金額を計上しております。

14 ヘッジ会計の方法は、次のとおりであります。
(1）ヘッジ会計の方法
当社のヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成
20年３月10日）に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対
するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建
貸付金、外貨建借入金・外貨建社債の一部、外貨建定期預金及び外貨建株式（予定取引）
の一部については為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替
予約による振当処理及び繰延ヘッジ、また、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価
格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジを行っております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 貸付金、公社債、借入金・社債
通貨スワップ 外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債
為替予約 外貨建債券、外貨建定期預金、外貨建株式(予定取引)
通貨オプション 外貨建債券

(3）ヘッジ方針
当社では、資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク及
び為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又
は時価変動を比較する比率分析によっております。

15 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税につ
いては、その他資産に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生
連結会計年度に費用処理しております。
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16 当社及び連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づ
く準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
（1）標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第

48号）
（2）標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
　当社は、平成19年度より平成８年３月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契
約（一時払契約を含む。）を対象に、保険業法施行規則第69条第５項の規定により責任準備
金を追加して積み立てることとし、既に保険料払込満了後となっている契約（一時払契約
を含む。）については、９年間にわたり段階的に積み立てることとしております。これによ
り、当連結会計年度に積み立てた額は、105,958百万円であります。

17 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号
平成21年12月４日）を適用しております。

18 当連結会計年度より、保険業法施行規則別紙様式の改正（内閣府令第58号 平成23年10
月31日）により、連結損益計算書において、従来、特別利益に表示していた貸倒引当金戻入
額を資産運用収益に、償却債権取立益をその他運用収益に含めて、それぞれ表示しております。

19 金融商品等に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社及び一部の連結子会社は、生命保険契約の持つ負債特性を考慮し、年金や保険金等
を 長 期 に わ た っ て 安 定 的 に 支 払 う こ と を 目 的 に、 ALM （Asset Liability
Management：資産・負債総合管理）の考えに基づき確定利付資産（公社債、貸付等）
を中心とした運用を行っております。また、経営の健全性を十分に確保した上で、許容で
きるリスクの範囲で株式や外国証券を保有することで、収益力の向上及びリスクの分散を
図っております。
デリバティブ取引については、保有資産の残高を踏まえ、必要な範囲内で用いることと
し、主に保有している現物資産に係る市場リスクのヘッジを目的とした取引を行っており
ます。また、変額個人年金保険に係る最低保証リスクの軽減を主たる目的として、デリバ
ティブ取引を行っております。
当社の資金調達については、銀行借入による間接金融の他、劣後債の発行、劣後債務の
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証券化といった資本市場からの資金の調達を行っております。自己資本充実の一環として
調達したこれらの金融負債等を活用し、新規分野への成長投資等を行っておりますが、金
融負債が金利変動等による影響を受けないように、デリバティブ取引をヘッジ手段として
一部の金融負債に対するヘッジ会計を適用しております。
② 金融商品の内容及びそのリスク
当社及び一部の連結子会社が保有する金融資産のうち、有価証券は、主に株式、債券で
あり、主として、満期保有目的、責任準備金対応目的、その他の目的で保有しておりま
す。また、貸付金については、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒
されております。これらは、それぞれ市場価格の変動リスク、発行体の信用リスク及び金
利の変動リスクに晒されております。
借入金・社債は、一定の環境の下で市場を利用できなくなる場合等、支払期日にその支
払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、借入金・社債のうち変動
金利や外貨建のものは、金利の変動リスクや為替の変動リスクに晒されております。
貸付金や借入金等の一部に関する金利の変動リスクのヘッジ手段として、金利スワップ
取引を行い、ヘッジ会計を適用しております。
この他、外貨建債券や短期外貨預金等の一部に関する為替変動リスクのヘッジ手段とし
て為替予約取引、通貨オプション取引を行っている他、外貨建借入金等の為替変動リスク
のヘッジ手段として通貨スワップ取引を行い、ヘッジ会計を適用しております。
ヘッジ会計の適用にあたっては、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」等
における適用要件を満たすため、方針文書・規程等を整備した上で、ヘッジ対象とリスク
の種類及び選択するヘッジ手段を明確にし、事前並びに事後の有効性の検証を実施してお
ります。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社及び一部の国内連結子会社のリスク管理体制は次のとおりであります。
ａ 市場リスクの管理
資産運用に関する方針及び市場リスク管理に関する諸規定に従い、負債の特性を勘案
した中長期的なアセットアロケーションによりリスク管理を行うことを基本とし、ポー
トフォリオを運用目的別に区分し、それぞれのリスク特性に応じた管理を行っております。
(a) 金利リスクの管理
金利の変動リスクに関して、金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握すると
ともに資産と負債のギャップ分析や金利感応度分析等のモニタリングを行い、定期的
に取締役会等に報告しております。なお、一部の金融資産に対しては、金利の変動リ
スクをヘッジするための金利スワップ等のデリバティブ取引を行っております。
(b) 為替リスクの管理
為替の変動リスクに関して、金融資産及び負債の通貨別の構成比等を把握するとと
もに感応度分析等のモニタリングを行い、定期的に取締役会等に報告しております。
なお、一部の金融資産に対しては、為替予約取引、通貨オプション取引等のデリバテ
ィブ取引を行って、為替の変動リスクをヘッジしております。
(c) 価格変動リスクの管理
価格変動リスクに関して、有価証券を含めた運用資産ポートフォリオ全体を対象と
して、資産別のリスク特性に応じてリスク管理のスタンス、具体的管理方法を定め、
保有残高やリスク量の上限を設定する等の管理を行っております。
これらの情報はリスク管理所管を通じ、取締役会等に定期的に報告しております。

(d) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の検証、事務管理に関す
る部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、投機的な利用を制限するた
め、資産区分別にヘッジ等利用目的による制限やポジション上限額等を設定しており
ます。
また、変額個人年金保険に係る最低保証リスクの軽減を主たる目的とするデリバテ
ィブ取引を行っており、最低保証リスクに対する取組みの方針及び諸規定に従い、ヘ
ッジの有効性を検証し、デリバティブ取引から生じる日々の損益を管理するととも
に、最低保証リスクの軽減状況、バリュー・アット・リスクによる予想損失額の測定
等を定期的に行っております。最低保証リスクを含む全社的なリスクの状況について

― 12 ―



は、リスク管理所管を通じ、定期的に取締役会等に報告しております。
ｂ 信用リスクの管理
資産運用に関する方針及び信用リスク管理に関する諸規定に従い、貸付金について、
個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、
問題債権への対応等与信管理に関する体制を整備し、運営しております。社債投資にお
いては、審査所管が個別に内部格付等に基づいて投資上限枠を設定し、運用執行所管は
上限枠の範囲内で投資を行うことで過度なリスクテイクを抑制しております。これらの
与信管理は、審査所管の他、リスク管理所管が行い、定期的に取締役会等に報告してお
ります。更に、与信管理の状況については、内部監査部門がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク
に関しては、審査所管において、カウンターパーティー別・取引商品別に上限額を設定
するとともに信用情報の把握を定期的に行い、リスク管理所管において、カレントエク
スポージャー等の把握を定期的に行うことで管理しております。
一部の在外連結子会社においては、取締役会が投資委員会を設置し、投資方針の策定及
び遵守状況、各リスクの状況について定期的に検証を行うことで、各リスクの特性に応じ
た管理を行っております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、
「(2) 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等につ
いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

― 13 ―



(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません（(注)２参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

① 現金及び預貯金 315,187 315,204 17
② コールローン 249,200 249,200 ―
③ 買入金銭債権 294,324 294,324 ―
④ 金銭の信託 48,266 48,266 ―
⑤ 有価証券
ａ 売買目的有価証券 2,581,400 2,581,400 ―
ｂ 満期保有目的の債券 135,828 141,079 5,250
ｃ 責任準備金対応債券 8,375,688 8,898,007 522,318
ｄ 子会社・関連会社株式 1,932 1,932 ―
ｅ その他有価証券 14,761,239 14,761,239 ―
⑥ 貸付金 3,413,620

貸倒引当金(※１) △8,812
3,404,808 3,498,821 94,013

資 産 計 30,167,876 30,789,476 621,599
① 社債 148,652 155,194 6,542
② 借入金 380,327 367,611 △12,716

負 債 計 528,980 522,805 △6,174
デリバティブ取引(※２)
ａ ヘッジ会計が適用されて
いないもの (14,235) (14,235) ―

ｂ ヘッジ会計が適用されて
いるもの (138,756) (137,321) 1,434

デリバティブ取引計 (152,992) (151,557) 1,434
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、( )で示しております。
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(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
① 現金及び預貯金
満期のある預金は、満期までの期間が短いものを除き、期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った
場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。満期までの期間が短いもの及び満
期のない預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
② コールローン
コールローンはすべて満期までの期間が短いため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
③ 買入金銭債権
買入金銭債権は合理的に算定された価額等によっております。

④ 金銭の信託
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によ
っております。また、投資信託は、基準価格等によっております。
金銭の信託内のデリバティブ取引は、取引所の価格等によっております。

⑤ 有価証券
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格等に
よっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。組合出資金は、組合財産を時価評価
できるものには時価評価を行った上、当該財産に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上し
ております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(3) 有価証券に関する事項」
に記載しております。
⑥ 貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率で、対象先の
将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等
に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は決算日における連結貸借対照表計上額から貸倒引当金を控
除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としております。
なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないも
のについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるた
め、帳簿価額を時価としております。

負 債
① 社債
当社の発行する社債は、取引所等の価格によっております。

② 借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率で、将来キャッシュ・
フローを割り引いて算定しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額
と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
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　デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約、通貨オプション等）、金利関連取引（金利先物、金利ス
ワップ等）、株式関連取引（円建株価指数先物、外貨建株価指数先物等）、債券関連取引（円建債券先物、外
貨建債券先物等）であり、取引所の価格、取引先金融機関から提示された価格等によっております。

(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の
「資産 ⑤ 有価証券」には含まれておりません。

区 分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

① 非上場国内株式(※１)(※２) 160,745
② 非上場外国株式(※１)(※２) 16,459
③ 外国その他証券(※１)(※２) 916,996
④ その他の証券(※１)(※２) 88,502

合 計 1,182,703
(※１) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしてお

りません。
(※２) 当連結会計年度において、830百万円減損処理を行っております。
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(注)３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預貯金 314,687 300 200 ―
コールローン 249,200 ― ― ―
買入金銭債権 919 11,425 900 262,691
金銭の信託(※１) 483 ― ― ―
有価証券
　満期保有目的の債券(公社債) ― 50,400 ― 47,900
満期保有目的の債券
(外国証券) ― 41,095 ― ―

　責任準備金対応債券(公社債) 16,136 620,386 236,695 7,453,470
責任準備金対応債券
(外国証券) ― 23,000 31,767 3,674

その他有価証券のうち満期が
あるもの(公社債) 202,497 1,684,551 2,379,342 2,775,935

その他有価証券のうち満期が
あるもの(外国証券) 127,631 1,619,116 1,047,553 1,805,067

その他有価証券のうち満期が
あるもの(その他の証券) 39,733 24,426 17,321 23,099

貸付金(※２) 387,432 1,177,273 793,054 472,117
(※１) 金銭の信託のうち、期間の定めのないもの47,783百万円は含めておりません。
(※２) 貸付金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない

17,993百万円、期間の定めのないもの565,239百万円は含めておりません。

(注)４ 社債及び借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

社債(※１) ― 41,095 ― ― ― ―
借入金(※２) 2 30,002 1 19,098 0 0
(※１) 社債のうち、期間の定めのないもの107,562百万円は含めておりません。
(※２) 借入金のうち、期間の定めのないもの331,221百万円は含めておりません。

― 17 ―



(3) 有価証券に関する事項
① 売買目的有価証券
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 89,603百万円

② 満期保有目的の債券
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)
連結決算日における時価

(百万円)
差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
公社債 94,524 96,999 2,474
国債 94,524 96,999 2,474
地方債 ― ― ―
社債 ― ― ―
外国証券 41,303 44,079 2,775
外国公社債 41,303 44,079 2,775

小 計 135,828 141,079 5,250
時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
公社債 ― ― ―
国債 ― ― ―
地方債 ― ― ―
社債 ― ― ―
外国証券 ― ― ―
外国公社債 ― ― ―

小 計 ― ― ―
合 計 135,828 141,079 5,250
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③ 責任準備金対応債券
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)
連結決算日における時価

(百万円)
差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
公社債 8,015,770 8,538,824 523,053
国債 7,528,520 8,032,442 503,921
地方債 192,491 199,446 6,955
社債 294,758 306,935 12,177
外国証券 37,160 37,668 507
外国公社債 37,160 37,668 507

小 計 8,052,931 8,576,493 523,561
時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
公社債 299,937 298,892 △1,044
国債 295,694 295,054 △639
地方債 ― ― ―
社債 4,243 3,838 △404
外国証券 22,819 22,621 △198
外国公社債 22,819 22,621 △198

小 計 322,757 321,514 △1,242
合 計 8,375,688 8,898,007 522,318
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④ その他有価証券
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
　 公社債 7,078,074 6,794,699 283,375
　 国債 5,184,182 4,972,746 211,435
　 地方債 121,595 116,314 5,281
　 社債 1,772,296 1,705,638 66,658
　 株式 1,355,047 889,514 465,533
　 外国証券 4,334,987 4,117,939 217,048
　 外国公社債 4,187,956 3,991,235 196,720
　 外国その他証券 147,031 126,703 20,327
　 その他の証券 330,546 306,526 24,019

小 計 13,098,657 12,108,680 989,976
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
　 公社債 273,060 286,468 △13,407
　 国債 96,634 96,715 △80
　 地方債 4 4 △0
　 社債 176,422 189,749 △13,326
　 株式 617,513 785,222 △167,709
　 外国証券 1,003,037 1,098,264 △95,226
　 外国公社債 708,774 762,126 △53,351
　 外国その他証券 294,263 336,138 △41,875
　 その他の証券 78,294 89,691 △11,396

小 計 1,971,907 2,259,647 △287,740
合 計 15,070,564 14,368,327 702,236

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価
15,000百万円、連結貸借対照表計上額15,000百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益
権（取得原価275,893百万円、連結貸借対照表計上額294,324百万円）を含んでおります。
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⑤ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

⑥ 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
　公社債 812,327 47,817 ―
　 国債 812,327 47,817 ―
　 地方債 ― ― ―
　 社債 ― ― ―
　外国証券 ― ― ―
　 外国公社債 ― ― ―
　 外国その他証券 ― ― ―

合 計 812,327 47,817 ―

⑦ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
　公社債 1,645,408 44,429 8,802
　 国債 1,415,930 37,775 4,119
　 地方債 ― ― ―
　 社債 229,477 6,654 4,682
　株式 298,115 55,516 55,177
　外国証券 4,071,073 93,900 116,737
　 外国公社債 4,034,770 90,075 108,993
　 外国その他証券 36,302 3,824 7,743
　その他の証券 17,332 17,956 ―

合 計 6,031,928 211,801 180,717
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⑧ 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて43,882百万円減
損処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて50％以
上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30％以上50％未満下落した銘柄
のうち一定程度の信用状態に満たない等と認められる銘柄については、時価が取得原価ま
で回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。

(4) 金銭の信託に関する事項
　運用目的の金銭の信託

区 分
連結貸借対照表
計上額
(百万円)

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額

(百万円)
運用目的の金銭の信託 48,266 △14,507

20 当社は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有してお
ります。平成24年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は26,757百万円（賃貸
収益は資産運用収益に、主な賃貸費用は資産運用費用に計上。）、減損損失は7,945百万円（特
別損失に計上。）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりで
あります。

連結貸借対照表計上額
期末時価
(百万円)期首残高 期中増減額 期末残高

(百万円) (百万円) (百万円)
844,127 △3,416 840,711 819,920

(注)１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額のうち、主な増加額は不動産取得（14,644百万円）であり、主な減少額は減価償却費
（15,069百万円）であります。

３ 期末時価は、主要な物件については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額、その他の物件について
は自社において合理的に見積った評価額等を使用しております。

― 22 ―



21 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の連結貸借対照表価額は、490,077百万円で
あります。

22 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、
21,770百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のとおりであります。
　貸付金のうち、破綻先債権額は4,743百万円、延滞債権額は15,574百万円、３カ月以上延
滞債権額はありません。貸付条件緩和債権額は1,452百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の
事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかっ
た貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、
法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。
　延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
　３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ
月以上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったも
ので、破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。
　７にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は50百万円、延滞債権額は
69百万円それぞれ減少しております。

23 保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、2,450,415百万円であります。
なお、負債の額も同額であります。
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24 税効果会計に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
　保険契約準備金 337,527百万円
　退職給付引当金 162,237 〃
　有価証券評価損 27,091 〃
　価格変動準備金 23,258 〃
　繰越欠損金 14,536 〃
　その他 37,197 〃
繰延税金資産小計 601,849 〃
評価性引当額 △60,007 〃
繰延税金資産合計 541,842 〃
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △222,978百万円
　その他の無形固定資産 △12,882 〃
　不動産圧縮積立金 △8,561 〃
　未収株式配当金 △6,594 〃
　その他 △15,981 〃
繰延税金負債合計 △266,998 〃
繰延税金資産の純額 274,843 〃

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目
別の内訳
法定実効税率 36.09％
(調整)
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 50.12〃
その他 2.25〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 88.46〃

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する
法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）の公布に伴い、当社
の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が36.09％から、平成24
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年４月１日以降に開始する年度から適用されるものについては33.22％、平成27年４月１
日以降に開始する年度から適用されるものについては30.67％にそれぞれ変更されております。
この変更により、繰延税金資産は38,124百万円減少し、法人税等調整額は75,616百万円
増加しております。

25 連結貸借対照表に計上したリース資産の他、リース契約により使用している重要な有形固
定資産として電子計算機があります。また、リース契約により使用している重要な無形固定
資産はありません。

26 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
当連結会計年度期首残高 403,671百万円
当連結会計年度契約者配当金支払額 94,311 〃
利息による増加等 9,512 〃
契約者配当準備金繰入額 69,000 〃
当連結会計年度末残高 387,871 〃

27 関係会社の株式等は、次のとおりであります。
株式 42,766百万円
出資金 2,126 〃
合計 44,892 〃

28 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、117,776百万円であります。
29 担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券(国債) 432,624百万円
有価証券(外国証券) 3,294 〃
有価証券(社債) 526 〃
預貯金 86 〃
合計 436,532 〃
担保付き債務の額は次のとおりであります。
債券貸借取引受入担保金 405,816百万円
借入金 8 〃
合計 405,824 〃
なお、上記有価証券（国債）には、現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券
394,756百万円を含んでおります。
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30 保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険に
付した部分に相当する支払備金の金額は19百万円であります。また、同規則第71条第１項に
規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金の金額は5,923百万円であります。

31 １株当たり純資産額は99,376円82銭であります。
32 ストック・オプションに関する事項は、次のとおりであります。
(1) ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
事業費 150百万円

(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
① ストック・オプションの内容

当社第１回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社取締役(社外取締役を除く。) 10名
当社執行役員 16名

株式の種類別のストック・オプション
の付与数(注) 普通株式 1,698株

付与日 平成23年８月16日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。

権利行使期間
自 平成23年８月17日 至 平成53年８月16日
　ただし、付与対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの
地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行
使することができます。

(注) 株式数に換算して記載しております。
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② ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ
ョンの数については、株式数に換算して記載しております。
ａ ストック・オプションの数

当社第１回新株予約権

権利確定前(株)
　前連結会計年度末 ―
　付与 1,698
　失効 ―
　権利確定 1,698
　未確定残 ―
権利確定後(株)
　前連結会計年度末 ―
　権利確定 1,698
　権利行使 ―
　失効 ―
　未行使残 1,698

ｂ 単価情報

当社第１回新株予約権

権利行使価格 1円
(ストック・オプション１個当たり)

行使時平均株価 ―
付与日における公正な評価単価 88,521円
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(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見
積方法は次のとおりであります。
① 使用した算定技法
ブラック・ショールズ式

② 使用した主な基礎数値及びその見積方法

当社第１回新株予約権

株価変動性(注)１ 38.966％
予想残存期間(注)２ ３年
予想配当(注)３ 1,600円
無リスク利子率(注)４ 0.208％
(注)１ 上場（平成22年４月１日）から平成23年８月15日までの各取引日における当社普通株式の普通取

引の終値に基づき算定しております。
２ 付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
３ 平成24年３月期の予想配当金によっております。
４ 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率によっております。

(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映さ
せる方法を採用しております。

33 取得による企業結合に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 Tower Australia Group Limited（現TAL Limited）
事業の内容 生命保険事業及び生命保険関連事業(※１)
(※１) TAL Limitedは持株会社であり、同社傘下の子会社が生命保険事業等を営んで

おります。
② 企業結合を行った主な理由
TAL Limitedを当社の完全子会社とすることにより、オーストラリアにおける事業基盤
を強化すること、事業ポートフォリオの国際的な地域分散を推進すること等を目的とする
ものであります。
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③ 企業結合日
平成23年５月11日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得(※２)
(※２) 本件は、スキーム・オブ・アレンジメント（Scheme of Arrangement）とい

う友好的な買収手法を活用し、TAL Limited株主総会における投票議決権の
75％以上かつ出席投票株主の過半数の賛成による承認及びオーストラリアの
裁判所による承認を経た上で、既存株主に１株当たり4.00豪ドルを取得対価
として支払うことで、当社未保有のTAL Limited株式の取得が実現いたしました。

⑤ 結合後企業の名称
Tower Australia Group Limited（現TAL Limited）

⑥ 取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 28.96％
企業結合日に追加取得した議決権比率 71.04％
取得後の議決権比率 100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社が議決権の過半数を所有し、意思決定機関を支配していることが明確
であるためであります。

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 現金を対価とする株式の取得 104,860百万円
取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 818 〃
取得原価 105,678 〃

(4) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
23,116百万円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
786百万豪ドル

② 発生原因
企業結合時に受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が取得原価を下回ったためであ
ります。
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③ 償却方法及び償却期間
20年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
資産合計 438,644百万円
(うち有価証券 237,125百万円)
負債合計 286,407百万円
(うち保険契約準備金 209,671百万円)

34 当連結会計年度における資産除去債務の概要等は次のとおりであります。
(1) 当該資産除去債務の概要
当社は、賃貸用不動産及び営業用不動産の一部について、土地に係る不動産賃借契約終了
時の原状回復義務及び使用されている有害物質を除去する義務に関して、資産除去債務を計
上しております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約の期間及び建物の耐用年数に応じて０年～37年と見積り、割引
率は、0.144％～2.294％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 4,019百万円
時の経過による調整額 46 〃
その他の増減額(△は減少) △514 〃
期末残高 3,551 〃

35 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、2,300百万円であります。
36 その他負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約
付借入金350,000百万円が含まれております。

37 負債の部の社債148,652百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が
付された外貨建劣後特約付社債であります。

38 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当連結会計年度末にお
ける当社及び国内の生命保険子会社の今後の負担見積額は、60,468百万円であります。な
お、当該負担金は拠出した連結会計年度の事業費として処理しております。
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(連結損益計算書の注記)
１ １株当たり当期純利益金額は2,061円78銭であります。
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は2,061円55銭であります。

２ 当社及び連結子会社の退職給付費用の総額は、48,888百万円であります。なお、その内訳
は次のとおりであります。
イ 勤務費用 26,053百万円
ロ 利息費用 11,257 〃
ハ 期待運用収益 △1,789 〃
ニ 数理計算上の差異の費用処理額 13,356 〃
ホ 過去勤務債務の費用処理額 9 〃
ヘ 退職給付費用 48,888 〃
なお、簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めて計上して

おります。
３ 当社の当連結会計年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 資産をグルーピングした方法
保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で１つの資産グループ
としております。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等及び遊休不動産等につ
いては、物件ごとに１つの資産グループとしております。
(2) 減損損失の認識に至った経緯
一部の資産グループに著しい収益性の低下又は時価の下落が見られたことから、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳

用途 場所 件数 種類(百万円) 合計
(件) 土地 建物 (百万円)

賃貸不動産等 北海道
苫小牧市等 5 378 467 845

遊休不動産等 神奈川県
足柄上郡等 92 28,929 3,605 32,534

合計 ― 97 29,307 4,072 33,379
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(4) 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値又は正味売却価額を、遊休
不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については将来キャ
ッシュ・フローを2.81％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については
売却見込額、不動産鑑定評価基準に基づく評価額、固定資産税評価額又は相続税評価額に基
づく時価を使用しております。
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(連結株主資本等変動計算書の注記)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数
(千株)

当連結会計年度
増加株式数
(千株)

当連結会計年度
減少株式数
(千株)

当連結会計年度末
株式数
(千株)

発行済株式
　普通株式 10,000 ― ― 10,000
自己株式
　普通株式 139 ― 26 113
(注) 普通株式の自己株式の株式数の減少26千株は、株式給付信託（J-ESOP）により信託口から対象者へ給

付した当社株式及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）により第一生命保険従業員
持株会専用信託が第一生命保険従業員持株会に売却した当社株式の合計であります。

２ 新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳 当連結会計年度末残高
（百万円）

当社 ストック・オプションとしての
新株予約権 150

３ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月27日
定時株主総会 普通株式 15,776 1,600 平成23年

３月31日
平成23年
６月28日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、信託口及び第一生命保険従業員持株会専用信託に対する配当金223百万円を含めて
おりません。これは信託口及び第一生命保険従業員持株会専用信託が所有する当社株式を自己株式とし
て認識しているためであります。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月25日
定時株主総会 普通株式 15,818 1,600 平成24年

３月31日
平成24年
６月26日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、信託口及び第一生命保険従業員持株会専用信託に対する配当金181百万円を含めて
おりません。これは信託口及び第一生命保険従業員持株会専用信託が所有する当社株式を自己株式とし
て認識しているためであります。

― 33 ―



個別注記表（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

(貸借対照表の注記)
１ 有価証券（現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託にお
いて信託財産として運用している有価証券を含む。）は、次のとおり評価しております。
(1) 売買目的有価証券
時価法（売却原価の算定は移動平均法）

(2) 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法（定額法）

(3) 責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準
備金対応債券をいう。）
移動平均法による償却原価法（定額法）

(4) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(5) その他有価証券
　 ① 時価のあるもの

　事業年度末日の市場価格等（国内株式は事業年度末前１ヶ月の市場価格の平均）に基づ
く時価法（売却原価の算定は移動平均法）

　 ② 時価を把握することが極めて困難と認められるもの
　 ａ 取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む。）
　 移動平均法による償却原価法（定額法）
　 ｂ 上記以外の有価証券
　 移動平均法による原価法

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
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２ 責任準備金対応債券の貸借対照表計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は次のとおり
であります。
(1) 責任準備金対応債券の当事業年度末における貸借対照表計上額は、8,271,349百万円、時
価は8,793,208百万円であります。
(2) 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
　保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏
まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債
券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証してお
ります。なお、小区分は次のとおり設定しております。

　 ① 個人保険・個人年金保険
　 ② 無配当一時払終身保険（告知不要型）
　 ③ 財形保険・財形年金保険
　 ④ 団体年金保険
　 ただし、一部保険種類を除く。
(3) なお、ALM運用の更なる高度化へ向けて、負債状況を踏まえた適切なデュレーション・コ
ントロールを行うことを目的に、当事業年度より販売を開始した無配当一時払終身保険（告
知不要型）を新たな小区分として設定しております。この変更による損益への影響はありま
せん。

３ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
４ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地
の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資
産の部に計上しております。
　・再評価を行った年月日 平成13年３月31日
　・同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号
に定める公示価格及び第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出
・同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 58,604百万円
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５ 固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。
(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
　 有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。
　 ① 建物（建物付属設備、構築物は除く。）

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの
　 旧定額法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの
　 定額法によっております。

　 ② 建物以外
　 ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの

　旧定率法によっております。
　 ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの

　定率法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２年～60年
その他の有形固定資産 ２年～20年
なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、
３年間で均等償却しております。
また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額ま
で償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌事業年度より残存簿価を
５年間で均等償却しております。

　(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウ
ェアの減価償却の方法は、利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　(3) リース資産
　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　(4) 有形固定資産の減価償却累計額 620,715百万円
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６ 外貨建資産及び負債（子会社株式及び関連会社株式は除く。）は、決算日の為替相場により
円換算しております。なお、子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算
しております。
７ 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」と
いう。）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下、「実質破綻先」とい
う。）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保並びに保証等による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者に対する債権については、債権額から担保並びに保証等による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しており
ます。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を
債権額等に乗じた額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行
っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保並び
に保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から
直接減額しており、その金額は119百万円であります。
８ 平成12年８月に実施した住宅ローンの証券化に伴い、当社が保有する受益権については、
信託貸付金として貸借対照表に表示しております。
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９ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付
に係る会計基準の設定に関する意見書」平成10年６月16日企業会計審議会）に従い、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
　 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（７年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
　 退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。
(1) 退職給付債務及びその内訳
イ 退職給付債務 △661,273百万円
ロ 年金資産 207,616 〃
うち退職給付信託 102,682 〃

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △453,657 〃
ニ 未認識数理計算上の差異 21,634 〃
ホ 退職給付引当金(ハ＋ニ) △432,022 〃

(2) 退職給付債務等の計算基礎
イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ロ 割引率 1.7％
ハ 期待運用収益率
　確定給付企業年金 1.7％
　退職給付信託 0.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 翌事業年度より７年
10 投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基
準に則り、時価を把握することが極めて困難な有価証券について、将来発生する可能性のあ
る損失見込額を計上しております。

11 役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、第105回定時総代会で決議
された役員退任慰労金の打ち切り支給額の将来の支給見込額及び第105回定時総代会以前に
退任している役員に対する将来の役員年金支給見込額を計上しております。
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12 時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に
基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てて
おります。

13 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき、株式等の帳簿価額を基準として算
出した金額を計上しております。

14 ヘッジ会計の方法は、次のとおりであります。
(1) ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月
10日）に従い、主に、一般貸付の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対するキ
ャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建一般貸
付、外貨建借入金・外貨建社債の一部、外貨建定期預金及び外貨建株式（予定取引）の一部
については為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約によ
る振当処理及び繰延ヘッジ、また、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リス
クのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジを行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 貸付金、公社債、借入金・社債
通貨スワップ 外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債
為替予約 外貨建債券、外貨建定期預金、外貨建株式(予定取引)
通貨オプション 外貨建債券

(3) ヘッジ方針
資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク及び為替変動
リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又
は時価変動を比較する比率分析によっております。

15 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控
除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し
５年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しており
ます。
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16 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については
次の方式により計算しております。
(1) 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第

48号）
(2) 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
平成19年度より平成８年３月以前加入の終身保険のうち、保険料払込満了後契約（一時
払契約を含む。）を対象に、保険業法施行規則第69条第５項の規定により責任準備金を追加
して積み立てることとし、既に保険料払込満了後となっている契約（一時払契約を含む。）
については、９年間にわたり段階的に積み立てることとしております。これにより、当事業
年度に積み立てた額は、105,958百万円であります。

17 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成
21年12月４日）を適用しております。

18 当事業年度より、保険業法施行規則別紙様式の改正（内閣府令第58号 平成23年10月31
日）により、損益計算書において、従来、特別利益に表示していた貸倒引当金戻入額を資産
運用収益に、償却債権取立益をその他運用収益に含めて、それぞれ表示しております。

19 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、490,077百万円であり
ます。

20 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の額は、
21,770百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のとおりであります。
　貸付金のうち、破綻先債権額は4,743百万円、延滞債権額は15,574百万円、３カ月以上延
滞債権額はありません。貸付条件緩和債権額は1,452百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の
事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかっ
た貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、
法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。
　延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
　３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ
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月以上延滞している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
　貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、
利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったも
ので、破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。
　７にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は50百万円、延滞債権額は69
百万円それぞれ減少しております。

21 保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、1,115,683百万円であります。
なお、負債の額も同額であります。

22 関係会社に対する金銭債権の総額は65,599百万円、金銭債務の総額は4,226百万円であり
ます。

23 税効果会計に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
保険契約準備金 317,947百万円
退職給付引当金 161,580 〃
有価証券評価損 27,091 〃
価格変動準備金 23,142 〃
減損損失 7,481 〃
その他 24,152 〃

繰延税金資産小計 561,396 〃
評価性引当額 △29,373 〃
繰延税金資産合計 532,023 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △220,984百万円
不動産圧縮積立金 △8,561 〃
未収株式配当金 △6,594 〃
その他 △13,244 〃

繰延税金負債合計 △249,384 〃
繰延税金資産の純額 282,638 〃
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目
別の内訳
法定実効税率 36.09％
(調整)
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 51.65〃
その他 0.22〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 87.96〃

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する
法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）の公布に伴い、繰延
税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が36.09％から、平成24年４月１
日以降に開始する年度から適用されるものについては33.22％、平成27年４月１日以降に開
始する年度から適用されるものについては30.67％にそれぞれ変更されております。
この変更により、繰延税金資産は38,124百万円減少し、法人税等調整額は75,616百万円
増加しております。

24 貸借対照表に計上したリース資産の他、リース契約により使用している重要な有形固定資
産として電子計算機があります。また、リース契約により使用している重要な無形固定資産
はありません。

25 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
当事業年度期首残高 403,671百万円
当事業年度契約者配当金支払額
利息による増加等

94,311 〃
9,512 〃

契約者配当準備金繰入額 69,000 〃
当事業年度末残高 387,871 〃

26 関係会社の株式等は、340,139百万円であります。
27 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、117,776百万円であります。
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28 担保に供している資産は次のとおりであります。
有価証券(国債) 424,090百万円
有価証券(外国証券) 3,294 〃
預貯金 86 〃
合計 427,471 〃

担保付き債務の額は次のとおりであります。
債券貸借取引受入担保金 405,816百万円
借入金 8 〃
合計 405,824 〃

なお、上記有価証券（国債）には、現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券
394,756百万円を含んでおります。

29 保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険に
付した部分に相当する支払備金（以下、「出再支払備金」という。）の金額は９百万円であり
ます。また、同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以
下、「出再責任準備金」という。）の金額は０百万円であります。

30 １株当たり純資産額は104,001円86銭であります。
31 当事業年度における資産除去債務の概要等は次のとおりであります。
　(1) 当該資産除去債務の概要
　当社は、賃貸用不動産及び営業用不動産の一部について、土地に係る不動産賃借契約終了
時の原状回復義務及び使用されている有害物質を除去する義務に関して、資産除去債務を計
上しております。

　(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
　使用見込期間を当該契約の期間及び建物の耐用年数に応じて０年～37年と見積り、割引
率は、0.144％～2.294％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

　(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 4,019百万円
時の経過による調整額 46 〃
その他の増減額(△は減少) △514 〃
期末残高 3,551 〃

32 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、2,300百万円であります。
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33 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借
入金350,000百万円が含まれております。

34 負債の部の社債148,652百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が
付された外貨建劣後特約付社債であります。

35 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当事業年度末における
当社の今後の負担見積額は、58,920百万円であります。なお、当該負担金は拠出した事業年
度の事業費として処理しております。

(損益計算書の注記)
１ 関係会社との取引による収益の総額は、10,884百万円、費用の総額は、26,054百万円であ
ります。
２ 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券92,098百万円、株式等55,517百万円、外国証券
93,889百万円、その他の証券17,955百万円であります。
有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券8,802百万円、株式等55,177百万円、外国証券

116,725百万円であります。
有価証券評価損の主な内訳は、株式等18,077百万円、外国証券26,635百万円であります。

３ 支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は１百万円であります。
責任準備金繰入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は０百万円であります。
４ 「金銭の信託運用益」には、評価益が357百万円含まれております。
５ 「金融派生商品費用」には、評価損が14,239百万円含まれております。
６ １株当たり当期純利益金額は1,784円96銭であります。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は1,784円76銭であります。
７ 退職給付費用の総額は、48,535百万円であります。なお、その内訳は次のとおりであります。

イ 勤務費用 25,753百万円
ロ 利息費用 11,194 〃
ハ 期待運用収益 △1,772 〃
ニ 数理計算上の差異の費用処理額 13,360 〃
ホ 退職給付費用 48,535 〃
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８ 当事業年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 資産をグルーピングした方法
保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業等全体で１つの資産グループ
としております。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等及び遊休不動産等につ
いては、物件ごとに１つの資産グループとしております。
(2) 減損損失の認識に至った経緯
一部の資産グループに著しい収益性の低下又は時価の下落が見られたことから、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳

用途 場所 件数 種類(百万円) 合計
(件) 土地 建物 (百万円)

賃貸不動産等 北海道
苫小牧市等 5 378 467 845

遊休不動産等 神奈川県
足柄上郡等 92 28,929 3,605 32,534

合計 ― 97 29,307 4,072 33,379
(4) 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値又は正味売却価額を、遊休
不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については将来キャ
ッシュ・フローを2.81％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については売
却見込額、不動産鑑定評価基準に基づく評価額、固定資産税評価額又は相続税評価額に基づ
く時価を使用しております。
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(株主資本等変動計算書の注記)
１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数
(千株)

当事業年度
増加株式数
(千株)

当事業年度
減少株式数
(千株)

当事業年度末
株式数
(千株)

自己株式
　普通株式 139 ― 26 113
(注) 普通株式の自己株式の株式数の減少26千株は、株式給付信託（J-ESOP）により信託口から対象者へ給

付した当社株式及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）により第一生命保険従業員
持株会専用信託が第一生命保険従業員持株会に売却した当社株式の合計であります。
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